
蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、６５歳以上であって、聴覚障害による身体障害者手帳の交付

を受けていない軽度・中等度の難聴高齢者の聞こえを助け、周囲との円滑なコミ

ュニケーションを支援するとともに、生活の質を向上し、もって介護予防及び福

祉の増進に資することを目的として蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費

補助金（以下「補助金」という。）を予算の範囲で交付することについて、蒲郡市

補助金等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第１７号）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるもの。 

（対象者） 

第２条 この補助金の対象者は、申請をする日時点において、次の各号のいずれに

も該当する者（以下「対象高齢者」という。）とする。 

⑴ 蒲郡市内に住所を有する６５歳以上の者であること。 

⑵ 両耳の聴力レベルが２５ｄＢ以上の者であって、聴覚障害による身体障害者

手帳の交付の対象とならない者であること。 

⑶ 補聴器の装用により、音及び音声が聞こえやすくなる見込みがあると医師が

判断する者であること。 

⑷ 対象高齢者の属する世帯に、申請する年度の市民税課税の者がいないこと。 

⑸ 対象高齢者の属する世帯に、市税の滞納をしている者がいないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、既にこの要綱又は他の公費助成制度による補助金等

を受けて補聴器を購入し、当該補助金等の交付決定日から５年を経過していない

者については、新たな補聴器の購入のための補助の対象としない。 

（補助の対象となる補聴器） 

第３条 補助の対象となる補聴器は、デジタル補聴器であって、医薬品、医療機器

等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）

の規定による管理医療機器に該当する補聴器（中古品を除く。）とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補聴器本体の購入に要する費用（以下「補聴器購入費」と

いう。）の２分の１以内とする。ただし、３万円を補助金の上限額とする。 

２ 前項の規定により算出された額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨



てるものとする。 

（申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする対象高齢者又はその同一世帯の者（以下「申

請者」という。）は、補聴器を購入する前に、次に掲げる書類を市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助金交付申請書（第１号様式） 

⑵ 軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助についての意見書（第２号様式） 

⑶ 見積書及び購入しようとする補聴器に関する説明書類（カタログの写し等） 

⑷ デジタル補聴器調整の証明書（第３号様式） 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 前項第２号に規定する意見書は、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）第１５条第１項に規定する医師が、申請日の３か月前までに作成したものと

する。 

３ 第１項第３号に規定する見積書は、本市の補装具費支給制度における代理受領

申出書の提出がある補聴器取扱業者又はあらかじめ蒲郡市軽度・中等度難聴高齢

者補聴器購入費代理受領申出書（第４号様式）の提出がある補聴器取扱業者（以

下これらを「登録業者」という。）が、申請日の３か月前までに作成したものとす

る。 

４ 第１項第４号に規定するデジタル補聴器調整の証明書は、同項第３号に規定す

る見積書を提出する登録業者が作成するものとする。 

５ 前項の規定にかかわらず、公益財団法人テクノエイド協会により登録された認

定補聴器専門店が見積書を作成する場合には、デジタル補聴器調整の証明書の提

出を省略することができる。 

６ 第１項の規定による申請は、申請する年度の７月１日から２月末日までの間に

行わなければならない。 

（補助金の交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

金を交付することを決定した場合は、蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入

費補助金交付決定通知書（第５号様式）により、交付しないことを決定した場合

は、蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助金不交付決定通知書（第６

号様式）により速やかに申請者に通知しなければならない。 



２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の通知をするときは、あわせて蒲

郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助券（第７号様式。以下「補助金交

付券」という。）を当該補助金の交付決定を受けた申請者（以下「交付決定者」と

いう。）に交付するものとする。 

３ 交付決定者は、当該補助金の交付決定日の翌日から起算して６０日以内又はそ

の年度の末日のいずれか早い日までに、当該補助金の決定に係る補聴器を購入す

るものとし、それまでに購入しない場合にはその権利を失う。 

（費用の請求） 

第７条 交付決定者は、当該補助金の決定に係る補聴器を購入した際は、補聴器購

入費から第４条に規定する補助金額を減じた額（以下「利用者負担額」という。）

を直接登録業者に支払うとともに、登録業者に対し、委任者の欄に記名した補助

金交付券を提出することにより、補助金の受領の権限を委任するものとする。 

２ 前項の規定により委任を受けた登録業者は、交付決定者に代わって補助金の交

付を受けようとするときは、請求書に受任者の欄に記名した補助金交付券に、利

用者負担額の領収を証明する書類の写しを添えて、支払請求期限までに市長に請

求しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を登録業者に支払うも

のとする。 

（用具の管理） 

第８条 交付決定者は、補助金により購入した補聴器を目的に反して対象高齢者以

外の第三者に使用し、譲渡し、製品保証等の正当な理由なく交換し、貸し付け、

又は担保に供してはならない。 

２ 市長は、交付決定者が前項の規定に違反したときは、第６条の規定による補助

金の交付の決定を取り消し、当該交付決定者に対し、当該決定に係る補助金の全

部又は一部の返還を命ずることができる。 

（雑則） 

第９条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１０月２７日から施行する。 



（経過措置） 

２ この要綱施行の際、現に改正前の規定に基づき作成されている第１号様式及び

第２号様式は、当分の間、改正後の規定にかかわらず使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

第１号様式（第５条関係） 

 ＊認定補聴器専門店である登録業者が見積書を提出する場合は第３号様式の添付は省略できる。 

蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助金交付申請書 

年   月   日 

 

蒲郡市長  様 

申請者   住 所         

                          氏  名                 

（対象者との続柄         ） 

（電話    －    －    ） 

 下記のとおり、補聴器購入費に係る補助金の交付を申請します。 

 なお、交付申請に係る審査のため、対象高齢者の世帯の住民登録資料、税務資料につい

て、各関係部門に調査、照会、閲覧することを承諾します。 

 

記 

対
象
高
齢
者 

 

ふりがな  

氏  名 

 

 

生年月日     年   月   日 （   歳） 

申

請

内

容 

区分 □新規購入 □買い替え（前回の補助等   年  月  日） 

補聴器本体 

見積もり金額 

                            円 

装用 □片耳（□右 □左）  □両耳 

補聴器業者名 

（補装具費の登録業者） 

 

□ 認定補聴器専門店  □認定補聴器専門店以外の登録業者 

該当する所得区分 □右記以外      □市民税非課税 

添付書類 

□意見書（第２号様式） 

□見積書及び補聴器に関する説明書類 

□デジタル補聴器調整の証明書（第３号様式）＊ 

□その他（                  ） 



第２号様式（第５条関係） 

軽度・中等度難聴高齢者の補聴器購入費補助金についての意見書 

対
象
者 

住所  

氏名  生年月日   年  月  日 

経過と現在の症状 

 

現在の聴力レベル 右：    ｄＢ    ・    左：    ｄＢ 

補聴器の必要性 右（□必要  □不要）     左（□必要  □不要） 

装用効果の見込み 

□ 補聴器の装用により、音及び音声が聞こえやすくなることが見込まれる。 

特記事項  

１ 意見書の記載は、身体障害者福祉法第１５条第１項に規定する医師に限る。 

２ 対象は、聴力レベルが両耳２５ｄＢ以上であって、医師が補聴器装用の必要性を認め、聴覚障

害による身体障害者手帳の交付の対象とならない６５歳以上の者とする。 

３ 聴力レベルの測定にあたり、オージオメータによる検査の実施が困難な場合は、ＡＢＲ等の他

覚的聴力検査又はそれに相当する検査を実施するものとする。 

上記のとおり意見する。 

        年  月  日 

 

所 在 地 

医療機関名 

医 師 名                     

 

 



第３号様式（第５条関係） 

 

デジタル補聴器調整の証明書 

 

 

    様の蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費

補助金交付申請について、以下の者がデジタル補聴器の調整を行うことを証明し

ます。 

 

年  月  日 

 

事業者名   

代表者名   

 

 

調整を行う者の氏名（      ） 

 

資格：    言語聴覚士   ・   認定補聴器技能者 

 

 

（言語聴覚士免許証、認定補聴器技能者認定証書又は認定補聴器技能者カードの写し） 

 

 



第４号様式（第５条関係） 

 

蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費代理受領申出書 

 

 

                          年  月  日 

 

蒲郡市長  様 

 

 

事業者名 所在地 

名 称 

代表者 

 

 

蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助金に係る補聴器購入の利用

者負担額を交付決定者から受領し、当該補聴器購入に係る公費負担額について、

交付決定者からの委任により交付決定者に代わって蒲郡市長に請求し、代理受

領することを申し出ます。 



第５号様式（第６条関係） 
 

蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助金交付決定通知書 

 

 

蒲 長 第   号 

 〒                          年  月  日

 住所 

 氏名         様 
 

   蒲郡市長             
 
  
 

対
象
高
齢
者  

住 所  

氏 名  

生年月日 年  月  日 

交付決定日 年  月  日 

登
録
業
者 

名 称 
 

 

 

所在地  

電話番号  

補聴器価格 利用者負担額 公費負担額 

円 円 円 

補聴器購入期限 
交付決定日の翌日から起算して６０日以内 

または交付決定年度の末日のいずれか早い期日 

 



第６号様式（第６条関係） 

 

蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助金不交付決定通知書 

 

 

蒲 長 第   号 

 〒                          年  月  日

 住所 

 氏名         様 

 

 

 蒲郡市長          

 

      年  月  日付けで申請のありました蒲郡市軽度・中等度難聴

高齢者補聴器購入費補助金について、次の理由により不交付することに決定し

ましたので通知します。 

   

 

  不交付の理由 



第７号様式（第６条関係） 

蒲郡市軽度・中等度難聴高齢者補聴器購入費補助金交付券 

 

交付決定通知書番号 蒲 長 第    号 交付年月日 年  月  日 

対象高齢者氏名  生 年 月 日 年   月  日 

住  所  

交付決定者 氏 名  
対 象 者 

との続柄 
 

登
録
業
者 

名 称 
 

 

所 在 地 
 

 

電話番号 
 

 

補聴器価格 利用者負担額 公費負担額 

円 円 円 

支払請求期限 年  月  日 

上記のとおり決定する。 

       年  月  日 

 

 

蒲郡市長               ○印   

  

補聴器購入年月日 年  月  日 

上記の補聴器購入費について、引渡しを受け利用者負担額を支払いましたので、補聴器購入費の支払

い請求及び受領の権限を登録業者に委任します。 

        

年  月  日 

住 所 

委任者 

氏 名                  

（対象者との続柄      ） 

 

利用者負担額を受領しました。また、公費負担額を代理受領することを受任します。 

        

年  月  日 

所在地 

 

受任者 事業者名 

 

代表者名                         

 
 
添付書類：利用者負担額の領収及び日付を証明する書類の写し 


